
 

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 

に基づく施術所の届出済証明書交付要領 

 

大津市保健所 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和２２年法律第

２１７号。以下「法」という。）第９条の２第１項に規定する施術所の開設届出事項に係る届

出済証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（申請） 

第２条 法第９条の２第１項の規定により施術所開設の届出をした者は、保健所長に対し、施術所開設

届出済証明書の交付申請（様式第１号）を行うことができる。 

 

（交付） 

第３条 前条の規定による交付申請があった場合には、保健所長は内容を審査のうえ、施術所開設届出

済証明書（様式第２号）及び施術所開設届出済証（様式第３号）（以下「証明書等」という。）

を交付するものとする。 

 

（返納） 

第４条 前条の規定による証明書等の交付を受けた者は、施術所を廃止した場合には、保健所長に速や

かに返納しなければならない。 

 

（手数料） 

第５条 第３条に規定する証明書等の交付については、手数料を徴収しない。 

 

（掲示場所） 

第６条 証明書等は、施術所内又は施術所入口付近に掲示するものとする。 

 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

  附 則 

 この要領は、平成２４年９月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式第１号） 

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 

施術所開設届出済証明書交付申請書 

 

 

  年  月  日 

  （あて先） 

大津市保健所長 

 

開設者住 所                                

 

氏 名                              

 

電話番号                                  

                    （法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 

  次のとおり施術所開設届出済証明書の交付を受けたいので、あん摩マツサージ指圧師、はり師、き

ゆう師等に関する法律に基づく施術所の届出済証明書交付要領第２条の規定により申請します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 施術所の名称  

２ 開設の場所  

３ 業務の種類 □あん摩マッサージ指圧    □はり    □きゅう 

４ 開設年月日  

 

 

 

 



 

 

（様式第２号） 

 

＜ 証明番号：     ＞ 

 

施 術 所 開 設 届 出 済 証 明 書 

 

  証 明 事 項   

 

  １ 施術所の名称 

 

  ２ 開設の場所 

 

  ３ 開設者の氏名 

 

  ４ 業務の種類 

 

  ５ 開設年月日 

 

 

 

上記は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和 22年法律

第 217号）第 9条の 2 第 1 項に規定する施術所の届出事項に相違ないことを証明する。 

 

      年    月    日 

 

 

         大津市保健所長            印 

 

  備考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



 

 

（様式第３号） 

 

 

 

 

 

 

      備考  防水加工されたシールであること。 
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